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四　

詩
人
ハ
イ
ネ
の
見
た
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ド
イ
ツ

十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

―
ド
イ
ツ
で
「
対
仏
大
同
盟
戦
争
」

（K
oalitionskriege

）
と
呼
ぶ
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
を
含
む

―
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
ド
イ
ツ
に

与
え
た
衝
撃
は
、「
人
々
は
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
に
、
自
ら
関
わ
り
た
い
と
い
う
情
熱
に
か
ら
れ
た
」

―
流
血
の
惨
事
と
恐
怖
政

治
に
よ
っ
て
ま
も
な
く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が

―
と
い
う
ほ
ど
で
あ
っ
た）

（
（

。
ド
イ
ツ
へ
の
政
治
的
影
響
も
大
き
く
、

当
然
な
が
ら
、
プ
ロ
イ
セ
ン
そ
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
こ
の
嵐

―
こ
れ
が
『
戦
争
論
』
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
が

―
に
巻

き
込
ま
れ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
没
落
後
は
、
一
転
し
て
「
ウ
ィ
ー
ン
体
制
」
と
呼
ば
れ
る
反
動
の
時
代
が
や
っ
て
く
る
。
ク
ラ
ウ

ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
八
〇
六
年
に
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
戦
い
に
参
加
し
た
末
に
副
官
と
し
て
仕
え
た
ア
ウ
グ

ス
ト
親
王
と
と
も
に
捕
虜
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
北
東
部
の
ナ
ン
シ
ー
で
抑
留
生
活
を
送
っ
た
。
と
は
い
え
、
捕
虜
と
い
う
よ
り
む

し
ろ
監
視
付
き
の
客
人
的
な
扱
い
で
あ
り
、
劇
場
や
美
術
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と
も
で
き
た
。
一
八
〇
七
年
の
「
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の

和
約
」（
講
和
条
約
）
に
よ
り
帰
国
が
許
さ
れ
た
も
の
の
、
帰
国
前
に
し
ば
ら
く
ス
イ
ス
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
ス

イ
ス
滞
在
も
含
め
た
十
ヵ
月
に
及
ぶ
経
験
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
終
生
に
わ
た
る
大
き
な
影
響
を

―
軍
事
と
政
治
と
の
関

係
、
さ
ら
に
は
教
育
に
つ
い
て
の
理
解
に
も

―
与
え
る
こ
と
に
な
る）

（
（

。
こ
の
イ
エ
ナ
・
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
戦
い
に
お

け
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
敗
北
を
大
き
な
契
機
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
は
一
連
の
改
革
に
取
り
掛
か
っ
た
。
そ
れ
は
軍
制
改
革
を
含
む
も

の
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
そ
う
し
た
動
き
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
『
戦
争
論
』
に
取
り
組
ん
で
い
た
時
期
（
一
八
一
六
―

一
八
三
〇
年
）
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
失
脚
後
の
反

動
の
時
代
に
相
当
す
る
が
、
そ
れ
も
一
八
三
〇
年
に
パ
リ
で
起
き
た
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
に
よ
っ
て
終
わ
り
を
告
げ
、
再
び
転
換

を
始
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
革
命
の
余
波
が
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
運
命
も
大
き
く
変
え
る
。
先
に
触
れ
た
マ
リ
ー
夫
人
の
「
序
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文
」
で
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
砲
兵
隊
へ
の
転
出
を
命
じ
ら
れ
た
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
七
月
革
命
の
影
響
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
に
波
及
し
た
こ
と
に
対
処
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
の
国
境
に
近
い
ブ
レ
ス
ラ
ウ

の
第
二
砲
兵
管
区
の
砲
兵
監
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
（A

ugust N
eidhardt von Gneisenau

）
元
帥
の
参
謀

長
と
し
て
暴
動
鎮
圧
の
た
め
に
国
境
を
越
え
て
ポ
ー
ゼ
ン
へ
と
赴
い
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
以
後
の
反
動
の
時
代
は
、
再
び
市
民
革
命

へ
と
転
換
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
事
情
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
人
に
語
っ
て
も
ら
お
う
。
ハ
イ
ネ
（H

einrich H
eine

）
は
ロ
マ
ン
派
の
詩

人
と
し
て
抒
情
的
な
詩
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
詩
人
で
あ
る
ば
か
り
か
哲
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
も
あ
り
、

政
治
に
も
浅
か
ら
ぬ
関
わ
り
を
持
つ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
知
識
人
で
あ
っ
た）

（
（

。
そ
の
ハ
イ
ネ
の
著
書
に
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の

本
質
』（Zur G

eschichte der R
eligion und Philosophie in D

eutschland, （8（4

）
が
あ
る）

4
（

。
哲
学
者
の
木
田
元
は
「
ロ
ベ

ス
ピ
エ
ー
ル
は
た
か
だ
か
国
王
の
首
を
切
っ
た
く
ら
い
だ
が
、
カ
ン
ト
は
神
様
の
首
を
切
り
落
と
し
た
の
だ
」
と
紹
介
し
、「
翻
訳

の
表
題
と
は
ま
っ
た
く
裏
腹
な
じ
つ
に
や
さ
し
く
面
白
い
本
」、「
痛
快
無
比
な
本
」
と
評
し
て
い
る）

（
（

。
ハ
イ
ネ
は
こ
の
本
で
、
ル

タ
ー
（M

artin Luther

）
を
そ
の
代
表
と
す
る
宗
教
革
命

―
ハ
イ
ネ
に
よ
れ
ば
「
ロ
ー
マ
法
王
の
権
威
を
た
お
し
た
」

―
か

ら
生
ま
れ
た
の
が
哲
学
上
の
革
命
で
あ
り
、
そ
の
動
き
は
オ
ラ
ン
ダ
生
ま
れ
の
ス
ピ
ノ
ザ
（Benedictus de Spinoza

）
や
レ
ッ

シ
ン
グ
（Gotthold Ephraim

 Lessing

）
ら
を
経
て
や
が
て
カ
ン
ト
に
至
る
。
ユ
ダ
ヤ
教
会
か
ら
破
門
さ
れ
、「
無
神
論
者
」
と

さ
れ
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
今
日
の
ド
イ
ツ
で
は
思
想
界
の
唯
一
の
支
配
者
」
で
あ
り
、「
聖
書
の
字
句
と
戦
っ
た
」
レ
ッ
シ
ン
グ
は
「
ド

イ
ツ
の
二
人
目
の
解
放
者
」
と
さ
れ
た）

（
（

。
一
七
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
思
想
及
び
哲
学
の
発
展
は
、
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
も
匹
敵
す
る
精
神
革
命
で
あ
る
と
、
ハ
イ
ネ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
の
ド
イ
ツ
の
思
想
革
命
は
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
革
命
と
ふ
し
ぎ
な
ほ
ど
似
て
い
て
、
深
く
考
え
る
者
に
は
当
然
、
フ
ラ
ン
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ス
の
政
治
革
命
に
お
と
ら
ぬ
ほ
ど
重
要
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
革
命
は
お
な
じ
形
相
で
展
開
し
、
き
わ
め

て
め
ず
ら
し
く
似
て
い
る
。
ラ
イ
ン
河
の
左
岸
の
フ
ラ
ン
ス
と
右
岸
の
ド
イ
ツ
と
で
、
ひ
と
し
く
過
去
の
き
ず
な
は
た
ち
切

ら
れ
、
伝
統
を
う
や
ま
う
心
は
一
さ
い
す
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
が
正
当
か
ど
う
か

吟
味
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
こ
れ
ま
で
の
社
会
制
度

の
か
な
め
石
で
あ
っ
た
王
政
が
た
お
さ
れ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
れ
ま
で
の
思
想
支
配
の
か
な
め
石
で
あ
っ
た
超
越
神
論
が

た
お
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（
（

。

ル
タ
ー
の
宗
教
革
命
が
「
ド
イ
ツ
人
を
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
伝
統
か
ら
解
放
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ド
イ
ツ
に
は
い
わ
ゆ

る
精
神
の
自
由
が
成
立
し
た
。
こ
の
自
由
は
ま
た
思
想
の
自
由
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
」）

8
（

。
宗
教
改
革
は
こ
の
よ
う
に
精
神
革
命
で

あ
る
と
同
時
に
言
語
革
命

―
「
ド
イ
ツ
人
に
共
通
の
文
語
」「
言
語
上
の
統
一
」
の
創
出

―
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は

哲
学
革
命
を
準
備
す
る
も
の
と
な
っ
た
。「
フ
ラ
ン
ス
で
物
質
的
な
暴
動
が
お
こ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
が
ド
イ
ツ
で
は
精
神

的
な
暴
動
が
お
こ
っ
た
」
と
ハ
イ
ネ
は
見
る）

（
（

。

私
は
こ
う
思
う
。
ド
イ
ツ
人
の
よ
う
な
順
序
を
重
ん
じ
る
国
民
は
、
ま
ず
宗
教
改
革
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
宗
教
改
革
の
の
ち
に
、
は
じ
め
て
哲
学
を
研
究
し
う
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
哲
学
が
完
成
し
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
政

治
革
命
に
と
り
か
か
る
こ
と
が
で
き
る）

（1
（

の
だ
と
。

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
起
こ
っ
た
哲
学
革
命
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
よ
う
な
来
る
べ
き
政
治
革
命
を
準
備
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
。
実
際
に
、
一
八
四
八
年
に
は
三
月
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
と
連
動
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―
「
諸
国
民
の
春
」（V

ölkerfrühling

）

―
す
る
よ
う
に
し
て
起
こ
り
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
を
崩
壊
に
導
く
が
、
こ
れ
が
ハ
イ

ネ
の
望
ん
で
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
問
題
と
は
し
な
い
。

こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
革
命
と
ド
イ
ツ
の
思
想
革
命
の
相
違
が
簡
明
に
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
七
八
一
年

―
聖

書
の
「
字
句
」
か
ら
ド
イ
ツ
人
を
解
放
し
よ
う
と
戦
っ
た
レ
ッ
シ
ン
グ
が
こ
の
世
を
去
っ
た
年
に
し
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
生

誕
の
翌
年

―
に
出
版
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
よ
っ
て
「
ド
イ
ツ
の
思
想
上
の
革
命
が
は
じ
ま
っ
た
」
と
ハ
イ

ネ
は
胸
を
膨
ら
ま
せ
る）

（（
（

。
ハ
イ
ネ
は
叫
ぶ
。

思
想
界
で
お
こ
っ
た
革
命
が
現
象
の
世
界
で
も
お
こ
る
だ
ろ
う
、
と
ま
ち
う
け
て
い
る
私
を
空
想
家
だ
と
い
っ
て
笑
う

な
！　

い
な
ず
ま
が
雷
鳴
に
先
だ
つ
よ
う
に
、
思
想
は
行
動
に
先
だ
っ
て
く
る
。

君
た
ち
フ
ラ
ン
ス
人
は
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
お
だ
や
か
で
、
ひ
か
え
目
で
あ
る
。
君
た
ち
は
せ
い

ぜ
い
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
国
王
し
か
殺
せ
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
「
超
越
神
論
の
首
を
切
っ
た
剣
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

「
カ
ン
ト
の
は
か
り
の
皿
に
は
神
が
の
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（1
（

。
宗
教
改
革
と
し
て
始
ま
っ
た
精
神
革
命
は
、
や
が
て
哲

学
革
命
と
し
て
カ
ン
ト
哲
学
を
生
み

―
こ
う
し
た
哲
学
は
後
に
見
る
よ
う
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た

の
で
あ
る
が

―
、
そ
の
カ
ン
ト
哲
学
を
実
践
の
面
で
引
き
継
い
だ
の
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
占
領
下
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
講
演
「
ド
イ
ツ

国
民
に
告
ぐ
」
で
知
ら
れ
る
哲
学
者
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann Gottlieb Fichte
）

―
た
だ
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
哲
学
に
対
す
る
ハ

イ
ネ
の
評
価
は
低
い）

（1
（

―
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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宗
教
革
命
、
哲
学
革
命
に
続
く
政
治
革
命
を
期
待
し
た
ハ
イ
ネ
に
と
っ
て
、
一
八
三
〇
年
の
フ
ラ
ン
ス
七
月
革
命
は
心
躍
る
事

態
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ネ
は
「
パ
リ
の
日
射
病
」
に
罹
っ
た
。
何
し
ろ
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
宰
相
メ
ッ
テ

ル
ニ
ヒ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
交
の
手
綱
を
握
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
協
力
し
つ
つ
思
想
統
制
の
網
を
ド
イ
ツ
連
邦
全
域
に
張
り
め
ぐ
ら

す
、
王
政
復
古
時
代
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
た
」）

（1
（

。
そ
の
た
め
に
一
八
三
一
年

―
『
戦
争
論
』
を
未
完
成
の
ま
ま
に
残
し
て
ク
ラ

ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
こ
の
世
を
去
っ
た
年

―
か
ら
は
パ
リ
に
移
り
住
み
、
終
生
を
そ
こ
で
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。『
ド
イ
ツ
古
典

哲
学
の
本
質
』
も
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

ド
イ
ツ
人
は
容
易
な
こ
と
で
は
う
ご
か
な
い
国
民
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
ド
イ
ツ
国
民
は
一
た
ん
何
か
の
道
を
と
っ
て
す
す

む
と
な
る
と
、
き
わ
め
て
し
つ
こ
く
辛
抱
づ
よ
く
そ
の
道
を
、
と
こ
と
ん
ま
で
す
す
ん
で
い
く
。
宗
教
改
革
で
は
そ
う
だ
っ

た
。
哲
学
革
命
で
も
そ
う
だ
っ
た
。
政
治
運
動
で
も
ド
イ
ツ
国
民
は
や
は
り
、
と
こ
と
ん
ま
で
す
す
ん
で
い
く
こ
と
だ
ろ

う）
（1
（

。

し
か
し
、
事
態
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。「
世
界
史
と
い
う
悲
劇
の
一
コ
マ
、
一
コ
マ
が
毎
日
演
じ
ら
れ
る
こ
の
壮
麗
な

町
そ
の
パ
リ）

（1
（

」
に
移
り
住
ん
だ
ハ
イ
ネ
は
、
早
速
「
フ
ラ
ン
ス
通
信
」
を
バ
イ
エ
ル
ン
で
発
行
さ
れ
て
い
た
日
刊
紙
に
書
き
始

め
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
称
賛
し
、
サ
ン
＝
シ
モ
ン
主
義
に
関
心
を
寄
せ
る
ハ
イ
ネ
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
や
社
会

に
対
す
る
批
判
的
な
言
動
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
当
局
か
ら
監
視
の
目
を
向
け
ら
れ
た
。
一
八
三
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
は
、
フ
ラ
ン
ス

七
月
革
命
に
影
響
を
受
け
た
「
封
建
体
制
と
の
闘
争
も
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
苛
酷
な
弾
圧
政
策
に
よ
り
一
八
三
五
年
に
は
ほ
と
ん

ど
窒
息
死
の
状
態
に
陥
っ
て
」
し
ま
い）

（1
（

、
ハ
イ
ネ
の
著
作
も
発
行
禁
止
の
憂
き
目
に
遭
う
。
さ
す
が
の
ハ
イ
ネ
も
こ
の
頃
か
ら

四
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
の
時
期
に
は
、「
王
座
と
祭
壇
と
道
徳
へ
の
批
判
は
明
ら
か
に
手
控
え
ら
れ
、
非
政
治
的
内
容
の
無
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難
な
作
品
の
執
筆
、
発
表
が
多
く
な
っ
て
」
い
っ
た
。「
一
八
三
六
年
か
ら
四
二
年
こ
ろ
ま
で
の
ハ
イ
ネ
の
精
神
状
態
は
、
革
命

へ
と
徐
々
に
流
れ
出
よ
う
と
し
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
外
圧
に
よ
っ
て
強
引
に
塞
き
止
め
ら
れ
て
い
る
」
状
態
に
陥
っ
た
の
で

あ
っ
た）

（1
（

。
し
か
し
、
パ
リ
で
ハ
イ
ネ
は
ユ
ー
ゴ
ー
（V

ictor H
ugo

）
を
は
じ
め
と
す
る
作
家
や
音
楽
家
ら
、
多
く
の
芸
術
家
ら

と
盛
ん
に
交
流
を
持
っ
た
だ
け
で
な
く
、
若
き
日
の
マ
ル
ク
ス
と
も
親
交
を
結
ん
で
い
た
。
特
に
一
八
四
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら

は
、「
自
ら
の
思
想
を
急
激
に
先
鋭
化
さ
せ
、
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ス
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
な
ど

に
急
接
近
し
て
」
行
っ
た）

（1
（

。
そ
し
て
、
一
八
四
三
年
に
十
三
年
ぶ
り
に
ド
イ
ツ
に
帰
郷
し
た
ハ
イ
ネ
が
そ
の
際
の
旅
を
詩
に
託

し
た
の
が
『
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
』（D

eutschland. E
in W

interm
ärchen, （844

）

―
マ
ル
ク
ス
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判

序
説
』
の
出
版
と
同
年

―
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
一
節
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

陸
地
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
ロ
シ
ヤ
人
と
に
属
し
、

海
上
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
属
す
る
、

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
空
中
の
夢
の
世
界
に

支
配
権
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
が
領ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

導
権
を
握
っ
て
い
る
、

そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
は
四
分
五
裂
で
は
な
い
。

他
の
諸
国
民
は
平
地
の
上
を

発
展
し
て
行
っ
た
の
だ
が
。

―
）
11
（
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ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
強
国
に
挟
ま
れ
、
市
民
革
命
に
後
れ
を
取
り
、
政
治
的
統
一
さ
え
成
し
遂
げ
る
こ

と
が
で
き
ず
に
大
小
合
わ
せ
て
三
十
以
上
も
の
国
に
分
裂
し
た
ま
ま
緩
や
か
に
ま
と
ま
る
連
邦
制
を
敷
く
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
当

時
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
ハ
イ
ネ
の
思
い

―
精
神
革
命
、
哲
学
革
命
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
未
だ
に
訪
れ
な
い
政
治
革
命
を

渇
望
す
る

―
が
こ
の
一
節
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。「
空
中
の
夢
の
世
界
に
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
」
と
は
先
に
述
べ
た
哲
学

革
命
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
歴
史
家
の
ゴ
ー
ロ
・
マ
ン
（Golo M

ann

）
が
市
民
革
命
の
起
こ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
や
ア

メ
リ
カ
と
比
較
し
て
、「
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
は
、
実
際
問
題
よ
り
思
想
運
動
の
方
が
は
る
か
に
関
心
が
高
い
」
状
態
で
あ
っ
た

と
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
評
し
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
ド
イ
ツ
も
や
が
て
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
、

ハ
イ
ネ
は
ま
だ
そ
れ
を
知
ら
な
い
。

そ
う
だ
と
も
、
ド
イ
ツ
と
い
う
国
が
そ
ん
な
怖
ろ
し
い
国
だ
っ
た
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
少
々
誇
張
で
す
。

奴
隷
の
境
涯
か
ら
逃
れ
る
に
は
、

昔
ロ
ー
マ
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
断
ち
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
か
ら）

11
（

。

つ
ま
り
、
自
ら
の
命
を
絶
つ
以
外
に
「
奴
隷
」
の
境
遇
か
ら
逃
れ
る
道
は
な
か
っ
た
と
ま
で
言
う
ハ
イ
ネ
は
、
ド
イ
ツ
人
で
あ

り
な
が
ら
も
、「
個
人
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
柵
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、「
ハ
イ
ネ
は
む
し
ろ
、
自
由
、
平

等
、
博
愛
の
あ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
、
さ
ら
に
は
七
月
革
命
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
フ
ラ
ン
ス
側
に
与
し
て
い
た
」）

11
（

。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
地
上
で
幸
福
で
あ
り
た
い
、
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そ
し
て
も
う
一
生
の
た
れ

4

4

4

死
は
し
た
く
は
な
い

―

勤
勉
な
手
が
獲
得
し
た
も
の
を
、

暖
衣
飽
食
の
徒
が
御
馳
走
に
な
る
っ
て
こ
と
は
な
い）

11
（

。

こ
の
前
後
に
次
の
よ
う
な
一
節
も
あ
る
。
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
「
超
越
神
論
の
首
を
切
っ
た
剣
」
を
歓
迎
し
、

「
カ
ン
ト
の
は
か
り
皿
に
は
神
が
の
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
『
ド
イ
ツ
・
冬

物
語
』
は
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』
の
続
編
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
持
っ
た
作
品
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
地
上
に

天
国
を
つ
く
ろ
う
。

天
国
の
こ
と
な
ん
か

天
使
や
雀
に
委
し
て
お
け）

11
（

。

し
か
し
、
政
治
改
革
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
の
統
一
を
成
し
遂
げ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
偏
狭
な
民
族
主
義
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
）
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。『
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
』
で
ハ
イ
ネ
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
と
の
全
面
対
決
の
道
を
選
ん
だ
」

が）
11
（

、
そ
の
対
決
と
は
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
を
中
心
に
民
族
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
、
当
時
の
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
対
決
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」）

11
（

。
ド
イ
ツ
の
統
一
を
願
い
つ
つ
も
、
そ
の
た
め
に
思
想
や
表
現
な
ど
の
市
民
的

自
由
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
ハ
イ
ネ
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
検
閲
制
度
が
も
た
ら
す
「
精
神
的
統
一
」「
思
想



20

流経法学　第19巻 第 1号

的
統
一
」
を
ハ
イ
ネ
は
当
然
な
が
ら
激
し
く
攻
撃
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
族
主
義
の
象
徴
で
あ
り
、「
解

放
者
」
と
さ
れ
る
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
伝
説
な
ど
も
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、「
た
か
が
古
い
お
伽
噺
の
人
物
じ
ゃ
な
い
か
」
と
ハ
イ
ネ

は
切
り
捨
て
た）

11
（

。
市
民
的
自
由
に
真
っ
向
か
ら
敵
対
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
へ
の
帰
郷
の
前
年
に
始
ま
っ
た
ケ
ル

ン
大
聖
堂
の
再
建
も
こ
う
し
た
「
統
一
」
の
流
れ
に
掉
さ
す
も
の
と
し
て
攻
撃
し
た
。
ハ
イ
ネ
は
こ
の
よ
う
に
「
ド
イ
ツ
の
民
族

精
神
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
精
神
を
掲
げ
て
闘
い
を
挑
む
」
の
だ
が
、
そ
れ
は
政
治
的
統
一
へ
と
進
も
う
と
す
る
当
時
の
ド

イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
排
外
的
な
侵
略
主
義
の
萌
芽
を
も
宿
し
た
」
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ネ
研
究
者
の

木
庭
宏
は
、「『
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
』
に
お
け
る
民
族
主
義
と
の
闘
い
は
、
現
実
政
治
の
次
元
に
あ
っ
て
は
事
実
上
プ
ロ
イ
セ
ン
と

の
闘
い
を
意
味
し
て
い
た
」
と
評
し
て
い
る）

11
（

。
祖
国
ド
イ
ツ
を
愛
し
な
が
ら
も
、
精
神
革
命
を
伴
い
、
市
民
的
自
由
の
著
し
く

拡
大
し
た
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
に
強
く
思
い
を
寄
せ
る
ハ
イ
ネ
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
の
よ
う
な
動
き
を
痛
烈
に
批
判
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
ド
イ
ツ
へ
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
を
賭
け
て
ま
で
民
族
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
闘
っ
た
」
ハ

イ
ネ
の
「
当
時
と
し
て
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
が
実
は
い
か
に
炯
眼
で
あ
っ
た
か
」
は

―
同
時
代
の
み
な
ら
ず
後
世
の
読
者
か

ら
も
批
判
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
が

―
や
が
て
明
ら
か
に
な
る）

11
（

。
ハ
イ
ネ
が
批
判
し
た
そ
の
道
の
先
に
は
、
や
が
て
ナ
チ
ズ

ム
が
待
ち
構
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
ナ
チ
ス
時
代
に
は
ハ
イ
ネ
の
著
作
は
焚
書
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
民
族
と
い
う

縦
割
り
の
原
理
を
廃
し
、
階
級
と
い
う
横
割
り
の
原
理
の
貫
徹
」
を
願
い
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
価
値
を
置
か
ず
、
む
し
ろ
そ
れ

が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
警
戒
心
を
抱
い
て
い
た）

1（
（

」
ハ
イ
ネ
の
思
想
と
言
論
は
ナ
チ
ズ
ム
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。

ハ
イ
ネ
の
評
価
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
時
代
へ
と
向
か
う
中
で
『
戦
争
論
』
は
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス

―
そ
し

て
ナ
ポ
レ
オ
ン

―
に
対
す
る
姿
勢
は
正
反
対
に
分
か
れ
る
も
の
の
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
ハ
イ
ネ
も
人
は
皆
、
時
代
の
子
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
に
大
い
に
惹
か
れ
、
影
響
を
受
け
た

―
ハ
イ
ネ
は
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カ
ン
ト
に
と
ど
ま
ら
ず
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
や
そ
の
著
述
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る）

11
（

」
が

―
と
い
う
点
で
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
と
ハ
イ
ネ
に
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
戦
争
論
』
が
第
二
版
の
刊
行
に
際
し
て
改
竄
さ
れ
た
背
景
に
は
、
十
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
政
治
事
情
が

大
き
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ
参
謀
本
部
の
問
題
で
あ
る
が
、
軍
部
は
そ
の
時
代
の
そ
の
国
の
在

り
方

―
ハ
イ
ネ
が
熱
望
し
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
は
な
ら
な
か
っ
た

―
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
戦
争
論
』
を

改
竄
す
る
よ
う
な
軍
部
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
政
治
姿
勢
に
お
い
て
対
極
に
あ
る
と
も
い
え
る
ハ
イ
ネ
と
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
あ
る
が
、
学
問
の
自
由
、
言
論
・
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
、
意
見
が
大
き
く
異
な
る
と
は
考
え
に
く
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
も
し
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
自
身
が
改
竄
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
猛
烈
に
抗
議
を
し
た
で
あ
ろ
う
し
、

ハ
イ
ネ
が
も
し
そ
れ
を
知
り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
抗
議
を
擁
護
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は

想
像
に
難
く
な
い
。

五　

ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
と
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革　

ハ
イ
ネ
の
声
を
胸
に
刻
ん
だ
上
で
、
こ
こ
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
時
計
の
針
を
戻
そ
う
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
『
戦
争
論
』

を
著
す
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
衝
撃
と
そ
れ
を
受
け
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
で
あ
る
。

「
十
八
世
紀
英
国
史
の
最
も
重
大
な
事
件
は
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
攻
撃
で
あ
る
」
と
ま
で
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
与
え
た
衝
撃
は
大
き
く）

11
（

、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
含
む
ド
イ
ツ
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
文
化
人

―
ゲ
ー
テ

（Johann W
olfgang von Goethe

）
は
例
外
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が

―
や
教
養
市
民
を
中
心
と
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に

「
人
々
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
、
自
ら
関
わ
り
た
い
と
い
う
情
熱
に
か
ら
れ
た
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
長
く
は
続
か
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ず
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、「
革
命
が
流
血
の
惨
事
に
転
化
し
、
恐
怖
と
大
量
虐
殺
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
が
入
っ
た
」

こ
と
か
ら
、
こ
の
情
熱
は
ま
も
な
く
冷
め
て
い
っ
た）

11
（

。

革
命
後
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
軍
は
、
一
七
九
二
年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
。
一
七
九
五
年
に
ヴ
ァ
ン
ミ

デ
ミ
エ
ー
ル
の
王
党
派
反
乱
鎮
圧
で
名
を
挙
げ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
は
そ
の
後
も
軍
事
的
天
才
ぶ
り
を
遺
憾
な
く
発
揮
し

て
破
竹
の
快
進
撃
を
続
け
た
。
一
八
〇
五
年
、
ロ
シ
ア
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
と
同
盟

を
組
む
と
同
時
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
も
同
盟
に
加
わ
る
よ
う
求
め
た
。「
軍
人
王
」
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
、「
大
王
」

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
は
対
照
的
に
「
平
和
主
義
者
」
で
あ
っ
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は

―
国
法
学
の
大
家
、

ヘ
ラ
ー
（H

erm
ann H

eller
）
に
よ
れ
ば
「
優
柔
不
断）

11
（

」
で
あ
り
、
哲
学
者
の
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey

）
は
「
小
心

不
決
断
、
意
志
薄
弱）

11
（

」
と
評
し
て
い
る

―
中
立
政
策
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
が
、
ア
ウ
ス
テ
ル
リ
ッ
ツ
で
ロ
シ
ア
と
オ
ー
ス

ト
リ
ア
を
破
っ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
逆
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
同
盟
を
迫
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
見
返
り
と
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
は
イ
ギ
リ
ス
領
だ
っ
た
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
を
獲
得
し
、
領
土
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
後
、
ロ
シ
ア
と
通
じ
た
た
め
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
怒
り
を
買
い
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
に
完
膚
な
き
ま
で
に
叩

き
の
め
さ
れ
る
。

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
領
に
侵
攻
し
た
フ
ラ
ン
ス
軍
は
ラ
イ
ン
川
以
西
の
地
域
を
占
領
し
、
一
八
〇
六
年
七
月
に
は
バ
イ
エ
ル
ン
、

バ
ー
デ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
西
南
ド
イ
ツ
の
十
六
の
諸
邦
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
「
保
護
者
」
と
す
る
「
ラ
イ
ン
同
盟
」（
第
二
次
ラ

イ
ン
連
盟
）
を
成
立
さ
せ
た
。
こ
の
ラ
イ
ン
同
盟
は
、「
国
際
法
的
盟
約
の
か
た
ち
」
を
取
っ
て
は
い
た
も
の
の
、「
実
質
的
に

は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ド
イ
ツ
支
配
機
構
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
た
い
す
る
軍
事
支
援
機
構
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た）

11
（

。

各
国
で
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
（
民
法
）
が
採
用
さ
れ
、
貴
族
の
特
権
の
廃
止
、
農
奴
制
の
廃
止
な
ど
の
改
革
が
行
わ
れ
た
。
革
命

に
続
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
国

―
「
長
靴
を
穿
い
た
革
命
」、
つ
ま
り
軍
人
に
よ
る
革
命
と
呼
ば
れ
た

―
は
こ
の
ラ
イ
ン
同
盟
の
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拡
大
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
除
く
ド
イ
ツ
の
ほ
ぼ
全
域
を
そ
の
影
響
下
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
隣
国
ド

イ
ツ
ま
で
も
根
底
か
ら
変
え
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ン
ツ
二
世
は
「
ロ
ー
マ
皇
帝
」
の
称
号
を
自
ら
放
棄
し
、
約
八
百
年
続
い
た
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
名
実
と
も
に
消
滅
し
た
。
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降
、
独
立
性
を
高
め
て
い
た
領
邦
国
家

（T
erritorialstaat

）

―
十
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
は
三
百
を
超
え
る
領
邦
国
家
と
千
五
百
近
い
帝
国
騎
士
領
が
あ
り）

11
（

、
ホ
ー
エ

ン
ツ
ォ
レ
ル
ン
家
の
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
が
対
立
し
て
い
た

―
の
分
立
か
ら
な
る
ド

イ
ツ
も
こ
れ
を
機
に
国
民
国
家
形
成
へ
の
道
を
早
め
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
愛
国
的
ア
ピ
ー
ル
「
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
」
は
そ
の
狼
煙

と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
を
脱
す
る
た
め
の
「
解
放
戦
争
」
が
そ
れ
を
促
す
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
史
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
の
意
味
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
史
家
の
阿
部
謹
也
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

一
八
〇
六
年
以
降
、
ド
イ
ツ
人
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
て
屈
辱
の
日
々
を
送
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
こ
の
状

態
を
ド
イ
ツ
と
い
う
国
の
屈
辱
と
し
て
受
け
止
め
た
も
の
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
、
ラ
イ
ン
左
岸
の
住
民
に
と
っ
て

は
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
か
つ
て
の
諸
侯
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
何
よ
り
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
解
放
の
戦
士

と
し
て
登
場
し
た
か
ら
で
あ
っ
た）

11
（

。

こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
先
に
述
べ
た
ハ
イ
ネ
に
見
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
捉
え
方
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
。

ハ
イ
ネ
も
述
べ
て
い
る
。「
も
し
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
わ
が
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
も
そ
の
自
由
主
義
も
、
絞
首

刑
や
車
ざ
き
の
刑
罰
で
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
ろ
う
」）

11
（

。

「
政
治
的
及
び
軍
事
的
に
、
革
命
理
念
の
下
に
屈
服
し
た
の
は
中
世
の
桎
梏
か
ら
猶
依
然
と
し
て
解
放
せ
ら
れ
て
い
な
い
古
い

王
国
で
あ
っ
た
」（
デ
ィ
ル
タ
イ
）
の
で
あ
れ
ば）

1（
（

、
改
革
は
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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フ
ラ
ン
ス
革
命
は
自
由
や
平
等
の
観
念
を
ド
イ
ツ
に
も
た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
喚
起
す
る
契
機
と
も

な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
を
主
導
し
た
ひ
と
り
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
（K

arl A
ugust von H

ardenberg

）
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
七
八
九
年
の
理
念
に
は
抵
抗
で
き
な
い
。
こ
の
原
理
の
力
は
あ
ま
り
に
も
偉
大
で
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
国
を
待
ち

受
け
る
の
は
、
自
ら
の
没
落
か
、
こ
の
原
理
を
強
制
的
に
受
け
入
れ
さ
れ
ら
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う）

11
（

。

ハ
イ
ネ
と
対
極
に
あ
る
の
が
哲
学
者
の
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
八
〇
六
年
ま
で
は
フ
ラ
ン
ス
を
賛
美
す
る
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
が
、
一
八
〇
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
連
続
講
演
「
ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ
」
で
は
国
民
の
統
一

を
訴
え
、
そ
の
た
め
の
教
育
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
こ
の
よ
う
な
愛
国
主
義
的
な
姿
勢
に
共
感
す
る
者
も
多
か
っ
た
が
、
他
方
で

ハ
イ
ネ
は
そ
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
民
族
概
念
に
訴
え
る
こ
と
を
憂
え
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
分
裂
状
態
に

あ
っ
た
ド
イ
ツ
は
こ
れ
を
機
に
「
民
族
」
が
「
国
民
」
へ
と
向
か
い
、
統
一
さ
れ
た
「
国
家
」
の
創
出
へ
の
道
を
歩
み
始
め
る
。

ベ
ル
リ
ン
大
学
の
創
立
者
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

ilhelm
 von H

um
boldt

）
は
一
八
一
三
年
に
は
、「
ド
イ
ツ
は
一
つ
の
国
民
、
一
つ

の
民
族
、
一
つ
の
国
家
で
あ
る
…
…
ド
イ
ツ
は
自
由
で
強
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
に
至
る）

11
（

。
そ
の
一
方
で
「
醒

め
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
」
で
あ
る
ゲ
ー
テ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
も
聞
き
逃
し
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。

ド
イ
ツ
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
私
は
そ
の
国
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
教
養
あ
る
ド
イ
ツ
が
始
ま
る
と
こ
ろ
、

政
治
的
ド
イ
ツ
は
終
わ
る
の
だ
。
…
…
ド
イ
ツ
人
よ
、
君
た
ち
は
国
民
に
な
ろ
う
と
望
ん
で
い
る
け
れ
ど
、
無
駄
な
こ
と
だ
。

そ
う
で
は
な
く
、
君
た
ち
の
で
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
自
分
を
よ
り
自
由
な
人
間
に
育
て
上
げ
る
の
だ
。
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ド
イ
ツ
人
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
支
配
か
ら
抜
け
出
す
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
つ
の
国
民
と
な
り
ひ
と
つ
の
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
す
る

の
な
ら
、
そ
れ
に
は
大
幅
な
改
革
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
瀕
死
状
態
に
陥
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
そ
れ
ま
で

構
想
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
改
革
を
実
行
す
る
機
会
を
こ
こ
に
得
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
は
「
敗
戦
の
惨
め
さ
に
対
す
る
構
想
力

豊
か
な
独
自
の
反
応
で
あ
っ
た
。
敗
戦
は
改
革
を
必
要
と
し
て
い
た）

11
（

」
の
で
あ
る
。

さ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
に
決
定
的
な
大
打
撃
を
与
え
た
敗
戦
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
一
八
〇
六
年
十
月
の
イ
エ
ナ
と
ア
ウ
エ
ル

シ
ュ
テ
ッ
ト
の
二
重
会
戦
で
あ
る
。「
軍
人
王
」「
大
王
」
の
時
代
と
打
っ
て
変
わ
っ
て
停
滞
を
続
け
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
手

も
な
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
屈
し
、
要
塞
を
や
す
や
す
と
明
け
渡
す
な
ど
、
往
年
の
姿
は
そ
こ
に
は
な
か
っ
た
。
イ
エ
ナ
に
入
城
す
る

ナ
ポ
レ
オ
ン
を
ヘ
ー
ゲ
ル
（Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel

）
は
「
馬
上
の
世
界
精
神
」
と
称
賛
し
、
占
領
さ
れ
た
首
都

ベ
ル
リ
ン
で
は
フ
ラ
ン
ス
軍
は
歓
呼
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
長
年
に
わ
た
る
停
滞
の

結
果
、
軍
備
や
訓
練
の
面
で
後
れ
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る）

11
（

。
翌
一
八
〇
七
年
に
は
「
テ
ィ
ル
ジ
ッ
ト
の
和

約
（
講
和
条
約
）」
を
結
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
り
、
エ
ル
ベ
川
以
西
の
領
土
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
で
得
た
領
土
な
ど
を
失
い
、
十
八

世
紀
を
通
じ
て
勢
力
を
拡
大
し
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
こ
こ
へ
き
て
領
土
も
人
口
も
ほ
ぼ
半
減
し
た
。
さ
ら
に
歳
入
の
三
倍
と

い
う
莫
大
な
賠
償
金
を
求
め
ら
れ
る
と
い
う
プ
ロ
イ
セ
ン
に
と
っ
て
は
屈
辱
的
と
い
え
る
講
和
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
プ
ロ
イ

セ
ン
は
国
家
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
イ
エ
ナ
、
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
お
け
る
こ
の
敗
北
が
改
革
派
に
一
時
的
な
が
ら
勝
利
を
も
た
ら
し
た
。
フ

ラ
ン
ス
に
よ
る
占
領
と
過
大
な
賠
償
要
求
が
も
た
ら
し
た
困
窮
が
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
の
引
鉄
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
以
前
か
ら
ド
イ
ツ
諸
国
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
が
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
一
七
六
〇
年
代
か
ら
義
務
教
育
の

法
制
化
を
含
む
教
育
改
革
、
国
政
及
び
郡
政
両
面
に
お
け
る
行
政
改
革
、
関
税
・
消
費
税
の
改
革
、
さ
ら
に
限
定
的
な
が
ら
農
地

改
革
も
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
軍
制
改
革
は
ま
だ
手
付
か
ず
で
、
改
革
の
流
れ
と
は
無
関
係
に
と
ど
ま
っ
て
い
た）

11
（

。
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改
革
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
シ
ュ
タ
イ
ン
（H

einrich Friedrich K
arl vom

 und zum
 Stein

）
と
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
で
あ

る
。
因
み
に
こ
の
二
人
は
と
も
に
生
粋
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
で
は
な
い
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
の
ナ
ッ
サ
ウ
、
ハ
ル
デ
ン

ベ
ル
ク
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
貴
族
出
身
で
あ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
「
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
」
と
呼
ば
れ
る

が
、
改
革
は
一
体
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
両
者
は
む
し
ろ
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一

連
の
改
革
は
実
に
多
方
面
に
わ
た
る
も
の
で
、
多
く
の
政
治
家
、
官
僚
、
学
者
、
軍
人
ら
が
そ
の
先
頭
に
立
っ
た
。
と
は
い
え
、

こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
を
主
導
し
た
の
は
や
は
り
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
改
革
に
臨
む
二

人
の
姿
勢
は
次
の
言
葉
に
よ
く
表
れ
て
い
る）

11
（

。

公
共
精
神
と
市
民
意
識
の
振
興
、
眠
り
こ
み
、
も
し
く
は
あ
や
ま
っ
て
み
ち
び
か
れ
て
い
る
民
力
、
ま
た
散
在
し
て
い
る

知
識
の
活
用
。（
シ
ュ
タ
イ
ン
）

時
が
こ
れ
以
上
に
有
利
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
世
論
は
急
速
な
力
強
い
行
為
を
支
持
し
、
状
況
は
そ
れ
を
必
要
と
し
て

い
る
。
国
家
を
救
い
、
そ
の
再
興
を
望
む
な
ら
ば
、
ぬ
か
り
な
く
唯
一
の
手
段
に
う
っ
た
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
死
鳥

よ
、
灰
の
な
か
か
ら
よ
み
が
え
れ
。（
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
）

改
革
は
一
言
で
言
え
ば
自
由
主
義
的
改
革
で
あ
っ
た
。
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
感
情
も
強
い
と
は
い
え
、
一
方
で
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に

端
を
発
し
た
自
由
化
・
合
理
化
の
影
響
は
プ
ロ
イ
セ
ン
に
も
及
ん
だ
。
そ
こ
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
状
況
を
一
瞥

し
、
特
に
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
ら
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
諸
改
革
、
及
び
そ
の
中
で
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
関
わ
っ

た
軍
制
改
革
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
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内
閣
制
度
の
確
立
、
数
次
に
わ
た
る
農
民
解
放
令
、
都
市
の
自
治
、
土
地
所
有
に
お
け
る
貴
族
と
市
民
の
平
等
、
営
業
の
自
由

な
ど
、
要
す
る
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
同
様
の
改
革
が
実
施
に
移
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
下
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
を
プ
ロ
イ
セ
ン

で
は
上
か
ら
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
軍
制
改
革
に
お
い
て
は
、
軍
隊
に
お
け
る
体
罰
の
禁
止
を
含
む
新
た
な
軍
隊
制
度
が
導

入
さ
れ
る
。
一
般
兵
役
義
務
を
導
入
し
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
軍
は
、
単
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
を
そ
の
支
配
下
に
置
い
た
の
み
な
ら
ず
、

戦
争
に
新
た
な
次
元
を
切
り
拓
い
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
存
亡
の
危
機
に
立
た
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
て
直
し
を
国
王
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
か
ら
託
さ
れ
た

の
は
ま
ず
は
シ
ュ
タ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ユ
ン
カ
ー

―
主
に
エ
ル
ベ
川
以
東
の
大
土
地
所
有
貴
族

―
と
も
対
立

し
た
が
、
そ
の
改
革
は
貴
族
制
度
の
廃
止
な
ど
の
根
本
的
な
社
会
秩
序
の
改
革
を
目
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン

は
あ
く
ま
で
保
守
的
な
思
想
の
持
主
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
嫌
悪
し
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
学
ぶ
べ
き
も
の
を
学
ん
だ
こ
と

に
よ
っ
て）

11
（

、「
一
九
世
紀
が
自
由
主
義
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
意
味
に
お
い
て
自
由
主
義
的
に
行
動
し
た
の
で
あ
っ
た
」）

11
（

。

一
八
〇
七
年
十
月
に
首
相
と
な
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
十
月
勅
令
」
に
よ
っ
て
農
奴
（
世
襲
隷
民
）
の
解
放
、
ツ
ン
フ
ト
（
ギ

ル
ド
）
制
の
廃
止
、
職
業
の
自
由
、
関
税
・
租
税
の
改
革
、
行
政
機
構
の
合
理
化
な
ど
を
打
ち
出
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
身
分
社
会

か
ら
階
級
社
会
へ
と
転
換
さ
せ
る
改
革
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
教
育
改
革
も
行
っ
た
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
創
設
は
そ
れ
を
象
徴
す

る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
圧
迫
に
よ
っ
て
シ
ュ
タ
イ
ン
が
失
脚
し
、
一
八
一
〇
年
に

首
相
と
な
っ
た
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
も
さ
ら
に
改
革
を
進
め
た
。
シ
ュ
タ
イ
ン
の
改
革
が
主
に
農
業
・
農
民
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
よ
り
自
由
主
義
的
な
思
想
の
持
主
で
あ
っ
た
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
は
商
業
分
野
に
お
け
る
改
革
に
も
力
を
注
い
だ
。

政
府
の
中
央
集
権
化
に
、
内
閣
や
省
庁
の
効
率
化
を
図
り
、
貧
農
に
対
す
る
土
地
の
分
配
を
進
め
た
ほ
か
、「
営
業
の
自
由
」
の

徹
底
に
取
り
組
ん
だ
。
貴
族
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
貴
族
や
中
間
団
体
の
特
権
を
廃
し
て
平
等
な
個
人
か
ら
成
る
社
会
を
目
指
し

た
と
こ
ろ
に
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
の
特
色
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る）

1（
（

。
そ
の
一
方
で
、
憲
法
や
議
会
の
導
入
に
は
至
ら



28

流経法学　第19巻 第 1号

な
か
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
バ
イ
エ
ル
ン
な
ど
南
ド
イ
ツ
諸
国
と
違
う
と
こ
ろ
で
あ
る）

11
（

。
社
会
・
経
済
分
野
で
の
い
わ
ば
「
上

か
ら
の
改
革
」
は
行
わ
れ
た
も
の
の
、
政
治
に
お
け
る
根
本
的
な
改
革
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

農
奴
の
解
放
に
よ
っ
て
隷
属
的
な
身
分
で
あ
っ
た
農
民
の
地
位
が
改
善
さ
れ
る

―
厳
し
い
条
件
が
付
け
ら
れ
た
た
め
に
思
う

よ
う
に
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が

―
と
と
も
に
、
貴
族
も
含
め
た
身
分
の
制
約
は
解
体
さ
れ
て
い
き

―
軍
に
お
い
て
は

将
校
の
貴
族
に
よ
る
独
占
も
崩
れ
て
い
く

―
、
経
済
面
で
は
国
内
関
税
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、
貴
族
の
免
税
権
の
剥
奪
、
営

業
の
自
由
や
職
業
選
択
の
自
由
な
ど
の
市
民
的
自
由
が
確
立
さ
れ
、
都
市
に
自
治
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
国
家
行
政
の
面
で
は
官
庁

の
再
編
に
よ
っ
て
行
政
と
司
法
が
分
離
さ
れ
た）

11
（

。
行
政
・
経
済
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
教
育
分
野
に
も
改
革
の
波
は
及
ん
だ
。
ペ

ス
タ
ロ
ッ
チ
（Johann H

einrich Pestalozzi

）
の
教
育
思
想
に
基
づ
く
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
る
改
革
は
、
今
日
ま
で
続
く
ド
イ

ツ
の
教
育
制
度
の
重
要
な
柱
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
れ
ば
歴
史
的
必
然
と
も
い
え
る
改
革
で
あ
る
が
、
改
革
は
す
ん
な
り
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン

が
横
槍
を
入
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
し
、
貴
族
に
よ
る
抵
抗
も
あ
っ
た
。
急
激
な
改
革
に
は
反
発
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
既
得

権
益
を
守
ろ
う
と
す
る
貴
族
ら
は
改
革
に
反
対
し
、
抵
抗
を
試
み
た
。
そ
の
代
表
は
ユ
ン
カ
ー
で
あ
る
が
、
ユ
ン
カ
ー
は
将
校
の

大
半
を
占
め
、
軍
に
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
た
め
、
軍
も
改
革
に
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ

＝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
三
世
は
シ
ュ
タ
イ
ン
や
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
ら
改
革
派
に
疑
い
の
目
を
向
け
、
そ
の
結
果
、
行
政
機
構
の
改
革
や
農

民
の
解
放
、
都
市
の
自
治
な
ど
は
大
幅
に
後
退
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ハ
ル
デ
ル
ベ
ル
ク
も
ま
た
、
地
主
階
級
の
反
感
を
買
い
、

あ
る
い
は
「
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
の
原
理
を
弄
ぶ
も
の
な
り
」
と
の
非
難
を
受
け
た）

11
（

。

プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

―
つ
ま
り
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の

―
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
に
よ
る
各
地
の
統
治
に
見
ら
れ
た
の
は
「
絶
対
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
自
由
主
義
的
」
な
性
格
で
あ
っ
た
。「
命
令
は

上
か
ら
伝
え
ら
れ
、
厖
大
な
官
僚
機
構
が
皇
帝
と
そ
の
閣
僚
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
絶
対
主
義
的
だ
っ
た
。
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だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
騎
士
、
市
民
、
農
民
の
別
な
く
、
だ
れ
も
が
法
の
前
で
は
平
等
で
あ
り
、
各
個
人
は
、
法

の
も
と
で
、
自
己
の
好
む
ま
ま
に
生
活
を
築
い
て
ゆ
く
自
由
を
持
つ
、
と
い
う
意
味
で
は
、
自
由
主
義
的
だ
っ
た
」）

11
（

。
プ
ロ
イ
セ

ン
の
改
革
は
「
上
か
ら
」
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
大
衆
は
革
命
の
担
い
手
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
「
革
命

は
哲
学
的
に
物
を
見
る
数
人
の
官
僚
、
軍
人
の
手
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
た）

11
（

」
と
も
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
定
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
改
革
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
遺
産
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ナ
ポ
レ
オ

ン
の
国
家
観
に
よ
っ
て
刺
激
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
貴
族
に
と
っ
て
ジ
ャ
コ
バ
ン
主

義
を
信
奉
す
る
改
革
者
は
胡
散
臭
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。

プ
ロ
イ
セ
ン
に
ま
で
改
革
の
風
を
吹
か
せ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
権
勢
も
一
八
一
二
年
の
ロ
シ
ア
遠
征

―
こ
の
時
、
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
ィ
ッ
ツ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
協
力
を
拒
否
す
る
た
め
に
プ
ロ
イ
セ
ン
を
離
れ
、
ロ
シ
ア
軍
に
参
加
し
て
い
た

―
の
失
敗
を

機
に
陰
り
を
見
せ
た
。
翌
年
十
月
に
は
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
お
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
を
打
ち
破
り
、
最
後
は
パ
リ
を

陥
れ
た
。
一
八
一
四
年
か
ら
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
再
建
と
領
土
の
分
割
を
め
ぐ
っ
て
八
か
国
が
集
ま
り
、

「
会
議
は
踊
る
、
さ
れ
ど
進
ま
ず
」
で
知
ら
れ
る

―
を
経
て
、
一
八
一
五
年
に
ド
イ
ツ
は
三
十
五
の
君
主
国
と
四
自
由
都
市
の

連
合
か
ら
な
る
ド
イ
ツ
連
邦
を
成
立
さ
せ
た
。
一
八
一
三
年
か
ら
の
反
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

―
ド
イ
ツ
史
で
は
「
解
放
戦
争
」

Freiheitskrieg, Befreiungskriege

―
は
プ
ロ
イ
セ
ン
を
救
う
と
と
も
に
、
反
動
の
勝
利
で
も
あ
っ
た
。
一
八
一
五
年
の
ナ

ポ
レ
オ
ン
の
敗
北
と
同
時
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
改
革
も
雲
散
霧
消
し
た
。
も
っ
と
も
ウ
ィ
ー
ン
体
制
と
呼
ば
れ
た
反
動
体
制
も
長

く
は
続
か
ず
、『
戦
争
論
』
執
筆
の
事
実
上
の
最
後
の
年
と
な
る
一
八
三
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
起
こ
っ
た
七
月
革
命
は
、
す
ぐ
さ
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ま
ド
イ
ツ
に
も
波
及
し
、
特
に
ザ
ク
セ
ン
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
な
ど
で
反
乱
が
勃
発
し
た
。

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
を
進
め
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
軍
制
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。
ク
ラ
ウ

ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
こ
の
軍
制
改
革
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
軍
制
改
革
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
ィ
ッ
ツ
自
身
と
そ
の
軍
事
思
想
及
び
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

六　

軍
制
改
革
と
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ  

プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
制
改
革
も
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
及
び
そ
の
軍
へ
の
対
応
に
ほ
か
な
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
余
波
で
も
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
含
む
若
い
プ
ロ
イ
セ
ン
将
校
ら
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
強
さ
を

目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
の
背
景
に
あ
る
政
治
・
社
会
制
度
の
改
革
に
ま
で
強
い
関
心
を
惹
か
れ
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
ま

た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
へ
の
知
的
好
奇
心
を
大
い
に
掻
き
立
て
た）

11
（

。

当
時
の
軍
制
改
革
の
本
質
は
、
絶
対
王
政
の
も
と
で
王
家
の
用
心
棒
的
な
性
格

―
下
士
官
以
上
は
貴
族
が
独
占
し
て
お
り
、
兵

士
の
三
分
の
一
は
傭
兵
で
あ
っ
た

―
軍
を
国
家
の
軍
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
傭
兵
制
度
を
廃
止
し
、
中
産
階
級
市
民
に

も
将
校
へ
の
道
を
開
く
な
ど
の
改
革
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
「
第
二
の
父
」「
精

神
の
父
」
と
仰
ぐ
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
（Gerhard von Scharnhorst

）
と
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
（A

ugust N
eidhardt von Gnei-

senau

）、
ボ
イ
エ
ン
（H

erm
ann von Boyen

）、
グ
ロ
ル
マ
ン
（K

arl von Grolm
an

）
ら
で
あ
っ
た）

11
（

。

イ
エ
ナ
、
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
で
大
敗
を
喫
し
た
の
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
こ
の
頃
の
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
は
兵
士
の
士
気

も
低
く
、
停
滞
し
て
お
り
、
快
進
撃
を
続
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
の
前
に
各
地
で
や
す
や
す
と
降
伏
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
い
で

抵
抗
ら
し
い
抵
抗
を
試
み
た
軍
団
に
は
、
そ
の
後
の
軍
制
改
革
を
担
う
こ
と
に
な
る
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
、
ブ
ル
ッ
ヒ
ャ
ー
（Gebhard 
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Leberecht von Blücher

）、
そ
し
て
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
が
い
た）

11
（

。

シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
ら
に
よ
る
プ
ロ
イ
セ
ン
改
革
は
農
村
的
下
部
構
造
に
手
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た

め
に
「
不
完
全
な
部
分
的
事
業
に
止
ま
っ
た
」
が
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
制
の
分
野
で
は
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
と
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ

に
よ
っ
て
徹
底
的
に
実
行
さ
れ
た
」
と
は
、
ヘ
ラ
ー
の
評
価
で
あ
る）

1（
（

。

し
か
し
、
実
は
軍
の
改
革
は
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ハ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
の
改
革
以
前
、
つ
ま
り
イ
エ
ナ
、
ア
ウ
エ
ル
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
会
戦

よ
り
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
一
八
〇
二
年
に
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
は
ベ
ル
リ
ン
士
官
研
修
所

―
こ
の
「
歩
兵
・
騎
兵
将
校
の
た

め
の
ア
カ
デ
ミ
ー
」
に
第
一
期
生
と
し
て
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
入
学
し
た）

11
（

―
の
将
校
ら
と
と
も
に
軍
事
協
会
（M

ilitärische 
Gessellschaft

）
を
設
立
し
た
。
そ
の
目
的
は
「
戦
争
の
全
般
に
関
す
る
意
見
交
換
と
真
理
の
追
求
を
促
す
」
こ
と
で
あ
っ

た
。
会
員
は
二
百
人
足
ら
ず
で
あ
っ
た
が
、
改
革
を
志
す
将
校
ら
の
他
、
シ
ュ
タ
イ
ン
も
会
員
に
名
を
連
ね
て
お
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ

ヴ
ィ
ッ
ツ
も
会
員
に
な
っ
た
。
協
会
の
活
動
は
三
年
半
ほ
ど
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
集
っ
た
会
員
ら
が
軍
に
新
風
を
送
り

込
む
役
割
を
果
た
す）

11
（

。

シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
は
軍
の
あ
り
方
や
国
家
の
潜
在
力
を
決
定
づ
け
る
社
会
の
力
に
注
目
し
て
い
た
。
そ
れ
は
社
会
の
制
度
的

な
構
造
や
形
式
な
ど
で
は
な
く
、
社
会
を
活
性
化
す
る
精
神
で
あ
っ
た
。
国
家
の
独
立
を
維
持
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
の
が
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
こ
う
し

た
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
考
え
方
や
問
題
を
捉
え
る
姿
勢
が
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
制
改
革
を
主
導
す
る
と
同
時
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

軍
事
機
構
の
改
革
案
も
一
八
〇
八
年
を
迎
え
る
頃
ま
で
に
は
ほ
ぼ
固
ま
っ
て
い
た
。
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
は
前
年
七
月
に
設
置

さ
れ
た
軍
事
再
編
委
員
会
（M

ilitär-Reorganisationskom
m

ission
）
の
委
員
長
に
任
命
さ
れ
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
立
場
で
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
も
こ
れ
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
が
進
め
る
軍
改
革
も
シ
ュ
タ
イ
ン
ら
に
よ
る
政
治
・
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行
政
改
革
も
、
と
も
に
旧
弊
打
破
を
目
指
す
と
い
う
点
で
共
通
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
委
員
会
に
は
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
や
ボ
イ

エ
ン
ら
も
加
わ
っ
て
い
た
。
国
民
と
国
家
の
一
体
感
を
強
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
国
民
に
兵
役
義
務
を
課
す
徴
兵
制

―
ク
ラ

ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
「
新
し
い
精
神
」
と
呼
ぶ

―
を
導
入
す
る
方
針
が
一
八
〇
八
年
八
月
に
採
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
改
革
に
よ

り
、
軍
は
王
家
の
道
具
で
は
な
く
な
り
、
同
時
に
貴
族
に
よ
る
将
校
階
級
の
独
占
も
打
破
さ
れ
て
い
き
、
昇
進
に
は
教
育
と
戦
功

が
重
視
さ
れ
て
い
く）

11
（

。

シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
軍
事
機
構
改
革
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
王
の
軍
事
顧
問
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
高
級
副
官
部
を
廃

し
、
か
わ
っ
て
「
一
般
軍
事
部
」
と
「
軍
事
経
済
部
」
を
設
立
し
た
。
翌
年
に
は
こ
れ
も
統
合
さ
れ
て
陸
軍
省
が
創
設
さ
れ
、「
軍

事
権
限
の
一
元
的
な
管
理
」
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
軍
を
管
理
す
る
省
が
政
府
内
に
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
軍
が

王
家
の
も
の
か
ら
国
家
の
も
の
へ
と
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
、
ボ
イ
エ
ン
、
グ
ロ
ル
マ
ン
ら
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス

ト
の
薫
陶
を
受
け
た
改
革
派
の
軍
人
が
新
設
の
陸
軍
省
で
課
長
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
軍
制
改
革
の
性
格
を

表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
改
革
及
び
再
編
を
通
じ
て
誕
生
し
た
士
官
学
校
（K

riegsschule für die O
ffi

ziere, A
ll-

gem
eine K

riegsschule

）

―
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
こ
こ
の
教
官
、
後
に
は
校
長
に
な
る

―
は
貴
族
偏
重
を
改
め
る
な
ど
、

入
学
者
の
枠
を
広
げ
た
。
こ
れ
ら
の
改
革
の
要
諦
は
近
代
的
軍
隊
へ
と
制
度
的
な
組
織
改
編
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の

貴
族
と
傭
兵
を
主
体
と
す
る
軍
の
在
り
方
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
で
あ
っ
た
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
に
よ

る
改
革
の
目
的
を
次
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る）

11
（

。

一　

新
し
い
種
類
の
戦
争
に
相
応
し
た
軍
事
組
織
区
分
、
兵
器
及
び
そ
の
他
の
装
備
の
供
給

二　

軍
構
成
要
員
の
教
化
と
精
神
の
向
上
、
従
っ
て
外
国
人
募
集
制
度
の
廃
止
、
一
般
的
兵
役
義
務
制
度
へ
の
接
近
、
体
罰

の
廃
止
、
す
ぐ
れ
た
軍
事
教
育
学
校
の
設
立
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三　

大
部
隊
の
指
揮
官
と
な
る
将
校
の
周
到
綿
密
な
選
抜
、
従
来
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
隊
に
お
い
て
余
り
に
大
き
な
支
配
力
を

ふ
る
っ
て
、
軍
隊
に
指
揮
官
を
供
給
し
て
い
た
年
功
序
列
制
度
は
そ
の
権
利
を
制
限
さ
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
と
並
ん
で

最
近
ま
で
実
戦
に
参
加
し
た
者
ま
た
は
戦
争
の
何
ら
か
の
技
術
に
お
い
て
抜
き
ん
出
た
者
を
選
抜
す
べ
し
と
い
う
現
下

の
情
勢
に
照
ら
し
て
非
常
に
健
全
な
原
則
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
実
際
に
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
行
政
下
に
お
い
て

は
後
に
最
も
卓
越
し
た
指
揮
官
に
教
え
ら
れ
た
人
々
の
大
多
数
が
先
ず
選
抜
さ
れ
た
の
で
あ
る

四　

今
日
の
戦
争
方
式
に
適
合
し
た
新
し
い
教
練

以
上
を
取
り
あ
え
ず
の
準
備
作
業
と
し
、
次
は
『
戦
争
論
』
の
本
体
、
そ
れ
も
最
も
有
名
な

―
と
い
う
よ
り
こ
れ
ば
か
り
が

十
分
な
準
備
も
な
い
ま
ま
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い

―
テ
ー
ゼ
す
な
わ
ち
「
戦
争
は
他
の
手
段
に
よ
る
政
治
の
継
続
」
の
検

討
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注（
1
）　

阿
部
謹
也
『
物
語
ド
イ
ツ
の
歴
史
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
）、
一
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
2
）　Peter Paret, Clausew

itz and the State 

（Princeton U
niversity Press, 1985

）, pp. 126, 130-131.

（
3
）　

ハ
イ
ネ
に
つ
い
て
は
次
も
参
照
。
ゴ
ー
ロ
・
マ
ン
（
上
原
和
夫
訳
）『
近
代
ド
イ
ツ
史
』
1
（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
）、
一
〇
二
―
一
一
〇

ペ
ー
ジ
。

（
4
）　

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
（
伊
東
勉
訳
）『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）。
同
書
の
カ
バ
ー
（
第
三
二
刷
、
二
〇
〇
五

年
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
ハ
イ
ネ
（1797-1856

）
は
詩
人
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
思
想
家
、
革
命
家
で
あ
っ
た
。
本
書

は
そ
の
原
書
名
『
ド
イ
ツ
の
宗
教
と
哲
学
と
歴
史
の
た
め
に
』
が
示
す
通
り
、
宗
教
改
革
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
で
の
ド
イ
ツ
思
想
史
で
あ
る
。
最
初

は
フ
ラ
ン
ス
人
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
叙
述
は
明
快
で
機
知
に
富
む
。
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
革
命
的
本
質
を
説
い
た
も
の
と
し
て
有
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名
で
あ
る
」。

（
5
）　

木
田
元
『
反
哲
学
入
門
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
三
九
ペ
ー
ジ
、
同
『
反
哲
学
史
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
）、
一
五
九
―
一
六
〇
ペ

ー
ジ
、
同
『
わ
た
し
の
哲
学
入
門
』（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）、
三
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
6
）　

ハ
イ
ネ
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』、
一
〇
六
、
一
四
五
、
一
四
八
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
。
同
書
で
ハ
イ
ネ
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
な
ど

も
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
特
に
ル
タ
ー
と
レ
ッ
シ
ン
グ
に
つ
い
て
は
「
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
の
ほ
こ
り
で
あ
り
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

同
、
一
四
八
―
一
四
九
ペ
ー
ジ
。
同
一
五
六
ペ
ー
ジ
も
参
照
。

（
7
）　

同
前
、
一
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
8
）　

同
前
、
七
一
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
。

（
9
）　

同
前
、
七
九
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

同
前
、
二
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

同
前
、
一
五
八
、
一
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　

同
前
、
二
四
一
、
一
六
五
、
一
六
七
ペ
ー
ジ
。
ハ
イ
ネ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
、「
神
の
存
在
に
つ
い
て
の
従
来
の
証
明
を
論
駁
す
る

態
度
が
、
こ
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
う
か
が
わ
れ
る
」
と
し
て
、「
超
越
神
は
カ
ン
ト
以
後
は
思
弁
的
理
性
の
範
囲
で
は
、
ほ
ろ
び
て
し
ま
っ

た
と
断
言
す
る
」
に
至
る
の
で
あ
る
。
同
、
一
七
八
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　
「
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
は
内
容
そ
の
も
の
か
ら
い
え
ば
、
大
し
た
意
味
は
も
っ
て
い
な
い
」。
同
前
、
一
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　

木
庭
宏
「
作
品
解
題
」
木
庭
宏
編
『
ハ
イ
ネ
散
文
作
品
集
』
第
一
巻
（
松
籟
社
、
一
九
八
九
年
）、
三
〇
二
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　

ハ
イ
ネ
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』、
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

ハ
イ
ネ
「
序
言
の
た
め
の
序
言
」
木
庭
編
、
前
掲
書
、
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
17
）　

木
庭
宏
『
民
族
主
義
と
の
闘
い

―
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
「
ド
イ
ツ
・
冬
物
語
」
研
究
』（
松
籟
社
、
一
九
八
七
年
）、
一
九
ペ
ー
ジ
。

（
18
）　

同
前
、
五
〇
ペ
ー
ジ
。

（
19
）　

木
庭
宏
『
ハ
イ
ネ
の
見
た
夢
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
四
年
）、
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
20
）　

ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
（
井
汲
越
次
訳
）『
冬
物
語

―
ド
イ
ツ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）、
五
四
ペ
ー
ジ
。
文
字
遣
い
は
改
め
た
。
こ
の

作
品
を
ハ
イ
ネ
研
究
者
の
木
庭
宏
は
「
こ
の
政
治
的
叙
事
詩
で
扱
わ
れ
る
内
容
の
ほ
と
ん
ど
が
、
法
律
学
や
国
法
に
関
わ
る
事
柄
、『
官
憲
に
差
し
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押
さ
え
ら
れ
て
い
た
り
、
官
吏
や
外
交
官
の
管
轄
地
と
し
て
守
ら
れ
て
い
る
領
域
』
を
侵
す
事
柄
ば
か
り
」
と
評
し
て
い
る
。
木
庭
宏
『
民
族
主

義
と
の
闘
い
』、
六
三
ペ
ー
ジ
。

（
21
）　

マ
ン
、
前
掲
書
、
二
三
ペ
ー
ジ
。

（
22
）　

ハ
イ
ネ
『
冬
物
語

―
ド
イ
ツ
』、
一
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
23
）　

木
庭
『
民
族
主
義
と
の
闘
い
』、
一
三
〇
、
一
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
24
）　

ハ
イ
ネ
『
冬
物
語

―
ド
イ
ツ
』、
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
25
）　

同
前
、
一
六
、一
七
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　

木
庭
『
民
族
主
義
と
の
闘
い
』、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
27
）　

同
前
、
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　

ハ
イ
ネ
『
冬
物
語

―
ド
イ
ツ
』、
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　

木
庭
『
民
族
主
義
と
の
闘
い
』、
一
二
三
、
九
七
、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
30
）　

同
前
、
一
二
三
、
一
七
九
、
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
31
）　

木
庭
『
ハ
イ
ネ
の
見
た
夢
』、
八
五
―
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
32
）　

木
庭
『
民
族
主
義
と
の
闘
い
』、
一
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　

ア
ン
ド
レ
・
モ
ロ
ワ
（
桐
村
泰
次
訳
）『
ド
イ
ツ
史
』（
論
創
社
、
二
〇
一
三
年
）、
一
六
五
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　

成
瀬
治
、
山
田
欣
吾
、
木
村
靖
二
編
『
ド
イ
ツ
史
』
2
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
九
―
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。
阿
部
、
前
掲
。

（
35
）　

ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ラ
ー
（
安
世
舟
訳
）『
ド
イ
ツ
現
代
政
治
思
想
史
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。

（
36
）　

ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
（
和
田
治
平
訳
）『
プ
ロ
イ
セ
ン
国
家
維
新
遂
行
者
』（
国
書
出
版
、
一
九
四
四
年
）、
五
ペ
ー
ジ
。
文
字
遣
い
は

改
め
た
（
以
下
、
同
）。

（
37
）　

成
瀬
他
編
、
前
掲
書
、
一
八
二
ペ
ー
ジ
。

（
38
）　

谷
川
稔
、
北
原
敦
、
鈴
木
健
夫
、
村
岡
健
次
『
世
界
の
歴
史
』
22
（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
九
九
年
）、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
39
）　

阿
部
、
前
掲
書
、
一
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
40
）　

ハ
イ
ネ
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』、
二
一
九
ペ
ー
ジ
。
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（
41
）　

デ
ィ
ル
タ
イ
、
前
掲
書
、
一
八
ペ
ー
ジ
。

（
42
）　

セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ハ
フ
ナ
ー
（
魚
住
昌
良
監
訳
）『
プ
ロ
イ
セ
ン
の
歴
史

―
伝
説
か
ら
の
解
放
』（
東
洋
書
林
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
四
五
ペ
ー

ジ
。

（
43
）　

宇
京
頼
三
『
仏
独
関
係
千
年
紀

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
へ
の
道
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
四
年
）、
二
七
八
ペ
ー
ジ
。

（
44
）　

谷
川
他
、
前
掲
書
、
四
四
ペ
ー
ジ
。

（
45
）　

マ
ン
、
前
掲
書
、
三
七
ペ
ー
ジ
。

（
46
）　

ポ
ツ
ダ
ム
に
ま
で
入
り
「
大
王
」
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
墓
に
詣
で
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
「
若
し
大
王
に
し
て
今
日
あ
ら
ば
、
我
ら
は
か
く
も
容
易
に

此
処
に
あ
る
こ
と
得
ざ
る
な
ら
ん
」
と
言
っ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
は
後
世
の
創
作
や
脚
色
が
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
の
プ
ロ

イ
セ
ン
の
実
情
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
47
）　

メ
ア
リ
ー
・
フ
ル
ブ
ロ
ッ
ク
（
高
田
有
現
・
高
野
淳
訳
）『
ド
イ
ツ
の
歴
史
』（
創
土
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
48
）　

成
瀬
他
編
、
前
掲
書
、
一
九
九
、
二
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
49
）　

林
健
太
郎
『
ド
イ
ツ
史
論
集
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）、
二
〇
、
二
三
―
二
五
ペ
ー
ジ
。

（
50
）　

ヘ
ラ
ー
、
前
掲
書
、
八
ペ
ー
ジ
。

（
51
）　

谷
川
他
、
前
掲
書
、
四
一
ペ
ー
ジ
、
成
瀬
他
編
、
前
掲
書
、
一
九
九
ペ
ー
ジ
。

（
52
）　

木
村
靖
二
編
『
ド
イ
ツ
の
歴
史

―
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
国
の
軌
跡
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
一
〇
ペ
ー
ジ
。

（
53
）　

デ
ィ
ー
タ
ー
・
ラ
フ
（
松
本
彰
他
訳
）『
ド
イ
ツ
近
現
代
史
』（
シ
ュ
プ
リ
ン
ガ
ー
・
フ
ェ
ア
ラ
ー
ク
東
京
、
一
九
九
〇
年
）、
四
四
、
四
六
ペ
ー

ジ
。

（
54
）　

デ
ィ
ル
タ
イ
、
前
掲
書
、
五
九
ペ
ー
ジ
。

（
55
）　

マ
ン
、
前
掲
書
、
三
八
ペ
ー
ジ
。

（
56
）　

同
前
、
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
57
）　

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
・
カ
イ
ツ
（
中
尾
光
延
監
訳
）『
ド
イ
ツ
の
歴
史
（
現
代
史
）

―
ド
イ
ツ
高
校
歴
史
教

科
書
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
58
）　Paret, op. cit., p. 22, 35.
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（
59
）　

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
る
。「
あ
な
た
の
ほ
か
に
は
、
私
に
か
ほ
ど
の
幸
福
を
与
え

た
人
、
そ
し
て
ま
た
私
の
生
涯
の
幸
福
に
対
し
て
か
ほ
ど
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
」。
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ケ
ッ
セ
ル
「
解

題
」
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ケ
ッ
セ
ル
監
修
、
新
庄
宗
雅
編
訳
）『
覚
え
書
「
戦
略
」
草
稿
』（
私
家
版
、

一
九
八
四
年
）、
一
五
五
ペ
ー
ジ
。

（
60
）　

成
瀬
他
編
、
前
掲
書
、
一
八
五
ペ
ー
ジ
。

（
61
）　

ヘ
ラ
ー
、
前
掲
書
、
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
62
）　

清
水
多
吉
「
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
生
涯
」
清
水
、
石
津
朋
之
編
『
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
「
戦
争
論
」』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
九
ペ

ー
ジ
。

（
63
）　Paret, op. cit., pp. 66-67, 75.

（
64
）　Ibid, p. 73.

（
65
）　Ibid, pp. 138-139.

（
66
）　

荒
邦
啓
介
『
明
治
憲
法
に
お
け
る
「
国
務
」
と
「
統
帥
」

―
統
帥
権
の
憲
法
史
的
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）、
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
67
）　

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
「
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
生
涯
と
性
格
に
つ
い
て
」
前
掲
『
覚
え
書
「
戦
略
」
草
稿
』、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。
こ
の
う
ち
一
～

三
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
鈴
木
直
志
「
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
制
改
革

―
概
観
と
展
望
」
清
水
、
石
津
編
、
前
掲
書
、
一
七
二
―
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
や
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
を
「
高
遠
な
精
神
」
の
持
ち
主
と
見
る
マ
ン
は
、「
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
自
由
主
義
的
、
人
道
主
義
的
思

想
の
影
響
力
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
み
る
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
の
階
級
的
伝
統
は
、
そ
の
後
、
軍
隊
に
復

活
し
、
新
し
い
軍
紀
、
新
し
い
技
術
的
熟
練
、
粗
暴
性
と
癒
着
し
た
」
と
評
価
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
で
も
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
新
し
い
軍
隊
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
よ
り
民
主
的
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
で
は
、
依
然
と
し
て
、
代
人
ま
た
は
金
銭
の
提
供
に
よ
る
徴
兵
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い

た
」
と
し
て
い
る
。
マ
ン
、
前
掲
書
、
四
三
―
四
四
ペ
ー
ジ
。


